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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電気化学素子に用いられる固体電解質であって、
酸性アミノ酸を０．０１ｍｏｌ／Ｌ以上含む第１層と、
塩基性アミノ酸を０．０１ｍｏｌ／Ｌ以上含む第２層とを積層してなる、
固体電解質。
【請求項２】
前記第１層及び前記第２層がいずれもゲル状である、請求項１に記載の固体電解質。
【請求項３】
前記酸性アミノ酸が、アスパラギン酸又はグルタミン酸である、請求項１又は２に記載の
固体電解質。
【請求項４】
前記塩基性アミノ酸が、アルギニン又はリジンである、請求項１～３のいずれかに記載の
固体電解質。
【請求項５】
前記固体電解質には、前記アミノ酸の他、糖又はセルロースが含まれる、請求項１～４の
いずれかに記載の固体電解質。
【請求項６】
酸性アミノ酸を０．０１ｍｏｌ／Ｌ以上含む第１層と、塩基性アミノ酸を０．０１ｍｏｌ
／Ｌ以上含む第２層とを積層してなる固体電解質が、陽極と陰極との間に配置されてなる
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、電気化学素子。
【請求項７】
前記第１層及び前記第２層がいずれもゲル状である、請求項６に記載の電気化学素子。
【請求項８】
前記第１層が前記陰極側に配置され、前記第２層が前記陽極側に配置されている、請求項
６又は７に記載の電気化学素子。
【請求項９】
前記酸性アミノ酸が、アスパラギン酸又はグルタミン酸である、請求項６～８のいずれか
に記載の電気化学素子。
【請求項１０】
前記塩基性アミノ酸が、アルギニン又はリジンである、請求項６～９のいずれかに記載の
電気化学素子。
【請求項１１】
前記固体電解質には、前記アミノ酸の他、糖又はセルロースが含まれる、請求項６～１０
のいずれかに記載の電気化学素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体親和性の高いアミノ酸を含有するゲル状組成物をベースとする、イオン
伝導性を備えた固体電解質、及び当該固体電解質を用いた電気化学素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　二次電池やキャパシタ等、種々の電気化学素子、化学装置において、固体電解質として
優れたイオン伝導性を示す有機ゲルが用いられている。例えば、特許文献１に記載されて
いるように、ヒドロシリル基を有するオリゴマーと、３個以上の二重結合基を有する架橋
剤とを用いたゲル状組成物を用いることで、三次元的に架橋された高い構造的安定性と優
れたイオン伝導性を兼ね備えた電気化学素子が得られることが知られている。
【０００３】
　或いは、いわゆる有機ＥＬ等の化学装置に用いられる回路部分においても、有機系のイ
オン伝導性材料、導電性材料が用いられるようになってきている。例えば、特許文献２に
記載されているように、有機半導体材料によってｐｎ接合を形成し、整流作用を得てなる
有機ダイオードが種々開発されている。このように、電気化学素子や化学装置の性能を向
上させるべく、種々の有機系のイオン伝導体や導電体が開発されている。
【０００４】
　有機系のイオン伝導体や導電体は、医療分野においても使用されている。例えば、特許
文献３、４では、除細動器などに使用される電極パッドを患者に使用する際、患者の皮膚
に導電性の有機ゲルを付着させ、当該有機ゲルを介して、患者に必要な大電流を流し込ん
でいる。特許文献３、４においては、導電性の有機ゲルとして、ＲＧ６３Ｔが用いられて
おり、このような材料によれば、除細動に必要な大電流を生体中の心臓へと極短時間でス
ピーディに流し込むことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－５５５５７号公報
【特許文献２】特開２００６－２６１１７１号公報
【特許文献３】特開２０００－７０３８１号公報
【特許文献４】特開２００８－１１０２４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　上述したような従来技術においては、イオン伝導性の有機ゲルにおいて、生体親和材料
を用いることについて、何ら考慮されていない。特に特許文献３、４に開示されているよ
うに、導電性の有機ゲルが、直接人体と接触するような形態も有り得ることを鑑みると、
有機ゲルを構成する材料として、生体親和性が高く、人体に安全なものを用いることが好
ましいと考えられる。特許文献３、４においては、有機ゲルについて、極短時間の使用で
終わらせることができるため、安全性に大きな問題はないとはいえ、さらに長い時間、医
療目的で生体へと電流を流し込むためには、やはり生体親和性の高い素材を使用すること
が望ましい。また、特許文献２に開示されている有機ダイオードのように、有機材料が整
流回路において用いられる場合において、生体親和性に優れた材料からなる有機ダイオー
ドを用いれば、さらに生体に対する安全性の高い装置（例えば医療用装置）を提供できる
ものと考えられる。
【０００７】
　そこで本発明は、生体親和性の高い材料からなり、整流作用を備えつつ大電流を流すこ
とが可能な、固体電解質及びこれを用いた電気化学素子を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明は以下の構成を採る。すなわち、
　第１の本発明は、酸性アミノ酸を含む第１層と、塩基性アミノ酸を含む第２層とが積層
されてなる、固体電解質を提供して前記課題を解決するものである。
【０００９】
　尚、本願にいう「固体電解質」とは、容器等を用いることなく定型を保つことが可能な
電解質を意味し、完全に固体の電解質のみを示すものではない。このような観点から、第
１の本発明は、第１層、第２層がいずれもゲル状であることが好ましい。ゲル状とするこ
とで、イオン伝導性を向上させつつ、成形性に優れた固体電解質とすることができ、固体
電解質の作製が容易となる。例えば、医療現場において、固体電解質をその場で作製・使
用することもできる。
【００１０】
　第１の本発明において、酸性アミノ酸が、アスパラギン酸又はグルタミン酸であること
が好ましい。生体親和性を維持しながら、整流作用を備えるとともにさらに大電流を流す
ことが可能な固体電解質とすることができるためである。
【００１１】
　第１の本発明において、塩基性アミノ酸が、アルギニン又はリジンであることが好まし
い。生体親和性を維持しながら、整流作用を備えるとともにさらに大電流を流すことが可
能な固体電解質とすることができるためである。
【００１２】
　第１の本発明において、固体電解質には、アミノ酸の他、糖又はセルロースが含まれる
ことが好ましい。生体親和性をさらに高めた固体電解質とすることができるためである。
【００１３】
　第２の本発明は、酸性アミノ酸を含む第１層と、塩基性アミノ酸を含む第２層とが積層
されてなる固体電解質が、陽極と陰極との間に配置されてなる、電気化学素子を提供して
前記課題を解決するものである。
【００１４】
　第２の本発明において、第１層、第２層がいずれもゲル状であることが好ましい。ゲル
状とすることで、イオン伝導性を向上させつつ、成形性に優れた固体電解質とすることが
でき、固体電解質の作製が容易となる。そのため、工業生産性に優れた電気化学素子とす
ることができる。
【００１５】
　第２の本発明において、第１層が陰極側に配置され、第２層が陽極側に配置されている
ことが好ましい。さらに大きな電流を流すことが可能な電気化学素子とすることができる
ためである。
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【００１６】
　第２の本発明において、酸性アミノ酸が、アスパラギン酸又はグルタミン酸であること
が好ましい。生体親和性を維持しながら、整流作用を備えるとともにさらに大電流を流す
ことが可能な電気化学素子とすることができるためである。
【００１７】
　第２の本発明において、塩基性アミノ酸が、アルギニン又はリジンであることが好まし
い。生体親和性を維持しながら、整流作用を備えるとともにさらに大電流を流すことが可
能な電気化学素子とすることができるためである。
【００１８】
　第２の本発明において、固体電解質には、アミノ酸の他、糖又はセルロースが含まれる
ことが好ましい。生体親和性をさらに高めた電気化学素子とすることができるためである
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、生体系に見られるアミノ酸等の素材を用いることによって、生体親和
性の高い材料からなり、整流作用を備えつつ一方向に大電流を流すことが可能な、固体電
解質及びこれを用いた電気化学素子を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】一実施形態に係る本発明の固体電解質について概略的に示す図である。
【図２】一実施形態に係る本発明の電気化学素子について概略的に示す図である。
【図３】固体電解質及び電気化学素子の作製工程について説明するための概略図である。
【図４】実施例の評価形態について説明するための概略図である。
【図５】アミノ酸を加えない１種類のアガロースゲルを固体電解質として用いた場合の電
気的特性を示す図である。
【図６】酸性アミノ酸や中性アミノ酸（アスパラギン酸（Ａｓｐ）、グルタミン酸（Ｇｌ
ｕ）、グルタミン（Ｇｌｎ）、グリシン（Ｇｌｙ）又はプロリン（Ｐｒｏ）の５種類）に
ついて、個々１種類を用いて、１層構成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図で
ある。
【図７】酸性アミノ酸のグルタミン酸と、３種類の中性アミノ酸（グルタミン（Ｇｌｎ）
、グリシン（Ｇｌｙ）又はプロリン（Ｐｒｏ））のいずれかと、によって、２層構成の固
体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図８】酸性アミノ酸のアスパラギン酸と、３種類の中性アミノ酸（グルタミン（Ｇｌｎ
）、グリシン（Ｇｌｙ）又はプロリン（Ｐｒｏ））のいずれかと、によって、２層構成の
固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図９】酸性アミノ酸のアスパラギン酸と、中性アミノ酸のグルタミンとによって、２層
構成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図１０】酸性アミノ酸のアスパラギン酸と、塩基性アミノ酸のアルギニンとによって、
２層構成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図１１】酸性アミノ酸のアスパラギン酸と、塩基性アミノ酸のリジンとによって、２層
構成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図１２】酸性アミノ酸のグルタミン酸と、塩基性アミノ酸のアルギニンとによって、２
層構成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図１３】酸性アミノ酸のグルタミン酸と、塩基性アミノ酸のリジンとによって、２層構
成の固体電解質とした場合の電気的特性を示す図である。
【図１４】本発明の適用例の一形態を示す概略図である。
【符号の説明】
【００２１】
１　第１層
２　第２層
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１０　固体電解質
１１　電極（陰極）
１２　電極（陽極）
２０　電気化学素子
５１　容器
５２　ゲル
５３　容器
５４　型
５５　ゲル体（固体電解質）
５６　平板電極
５７　平板電極
５８　固定用テープ
６０　電気化学素子
７０　電源
７１　可変抵抗
７２　テスター（電流計）
７３　テスター（電圧計）
７４　コンピュータ
７５　コンピュータ
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　１．固体電解質
　図１に本発明に係る固体電解質の構成を概略的に示す。図１に示されるように、本発明
に係る固体電解質１０は、酸性アミノ酸を含む第１層（層１）と、塩基性アミノ酸を含む
第２層（層２）との２層構造を備えている。
【００２３】
　層１に含まれる酸性アミノ酸としては、酸性のアミノ酸であれば特に限定されるもので
はないが、特にアスパラギン酸又はグルタミン酸を用いることが好ましい。一方、層２に
含まれる塩基性アミノ酸としては、塩基性のアミノ酸であれば特に限定されるものではな
いが、特にアルギニン又はリジンを用いることが好ましい。このような酸性アミノ酸或い
は塩基性アミノ酸を用いることで、整流作用を備えつつさらに大電流を流すことが可能な
固体電解質１０とすることができる。層１、２におけるアミノ酸の含有量は、層全体基準
で、０．１～０．７質量％とすることが好ましく、０．３～０．５質量％とすることが特
に好ましい。尚、層１、２におけるアミノ酸の含有量を、０．０１ｍｏｌ／Ｌ以上とする
ことで、さらに適切に機能する固体電解質１０とすることができる。
【００２４】
　層１、２は、上記の酸性アミノ酸或いは塩基性アミノ酸の他、糖、セルロース、核酸、
又は蛋白質等のその他生体成分が含まれている。層１、２に用いられるその他生体成分に
ついては特に限定されるものではない。例えば、糖については、多糖類等を特に限定され
ることなく用いることができる。具体的には、アガロース、　Ｄ－ガラクトース、３，６
－アンヒドロガラクトース、Ｄ－マンノース等の多糖類のほか、Ｄ－グルコース、デキス
トロース、ぶどう糖、カルトース、グルコリン、グレープシュガー、コーンシュガー、セ
レロース、フルクトース、ラエボサン、ラエボラル、レブゲン、レブロース、果糖等の単
糖類である。セルロースやその他生体成分についても特に限定されるものではない。ただ
し、特に高い強度を必要とする場合は、酢酸菌などのバクテリアがつくるセルロースを用
いることが好ましい。また、固体電解質１０をより容易に作製できる観点から、水等の溶
媒に容易に溶解できるものが好ましい。層１、２における糖やセルロース等の含有量は、
例えば、ゲルとしての形状を維持できる範囲の含有量とすることができる。例えば、上記
アミノ酸以外の残部を糖やセルロース等のゲルで構成すればよい。具体的には、例えば、
蒸留水に対して、１質量％以上、好ましくは２～５質量％程度とすれば、定型性を有する
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ゲルとすることができる。層１、２をアミノ酸の他、糖やセルロース等の生体成分によっ
て構成することで、さらに生体親和性の高い固体電解質１０とすることができる。
【００２５】
　固体電解質１０は、例えば、次のようにして作製することができる。すなわち、所定の
アミノ酸と、糖又はセルロース等とを所定の比率にて混合・溶解してなる溶液を、型等に
流し込み、ゲル化させるとともに成型することで、層１、２を個別に作製し、当該層１、
２を重ね合わせて積層することによって、固体電解質１０を作製することができる。より
具体的には、例えば、蒸留水にアミノ酸を溶解させてなる溶液を用意し、任意にｐＨを調
整しつつ、当該溶液に固体粉末状の糖及びセルロースを添加して、攪拌し、加熱やマイク
ロ波照射等によって固体状粉末を十分に溶解させ、当該加熱された溶液を型に流し込み、
空冷することによりゲル状の成形体として、層１、２をそれぞれ作製することができる。
そして、当該層１、２に係る成形体を重ね合わせることによって、固体電解質１０を作製
することができる。ここで、層１、２の形状や厚みについては、特に限定されるものでは
ないが、十分な整流作用を備えつつ、大電流を流すことが可能な固体電解質１０とする観
点からは、各層の厚みを１００μｍ～５ｍｍとすることが好ましく、５００μｍ～２ｍｍ
とすることが特に好ましい。また、各層１、２の作製時、溶液のｐＨを調整する場合は、
層１については、ｐＨを２～４程度とすることが好ましく、最適のｐＨは３程度であり、
層２については、ｐＨを１１～１５程度とすることが好ましく、最適のｐＨは１３程度で
ある。
【００２６】
　このように、本発明に係る固体電解質１０は、ゲル状体として容易に作製することがで
きる。そのため、工業生産性に優れるほか、例えば、緊急に固体電解質を用意する必要が
ある場合に、現場（医療現場等）にて、作業者が容易に固体電解質１０を作製することも
できる。
【００２７】
　本発明に係る固体電解質１０は、上記のような構成を備えることにより、生体親和性が
高く、且つ、整流作用を備えつつ一方向に大電流を流すことが可能とされる。当該固体電
解質１０は、種々の電気化学素子に適用することができる。例えば、ダイオード、有機物
トランジスタ、一次電池、二次電池、湿式太陽電池、キャパシタ、エレクトロクロミック
素子等の化学発光表示装置、液晶表示装置等に用いられる電気化学素子の他、医療現場に
て用いられる生体電極用のパッド材料としても用いることができる。また、本発明に係る
固体電解質１０は、整流作用を備えているので、種々の装置における整流回路において用
いることもできる。以下、本発明に係る電気化学素子の一形態について説明する。
【００２８】
　２．電気化学素子
　図２に一実施形態に係る本発明の電気化学素子２０の構成を概略的に示す。図２に示さ
れるように、電気化学素子２０は、酸性アミノ酸を含む第１層（層１）と、塩基性アミノ
酸を含む第２層（層２）との２層構造を備えた固体電解質１０が、陰極１１と陽極１２と
の間に配置されてなる形態とされている。
【００２９】
　陰極１１や陽極１２の構成については、特に限定されるものではない。例えば、公知の
導電性薄膜からなる電極によって、構成することができる。具体的には、種々の金属箔、
当該金属箔を樹脂フィルム等に蒸着してなる積層フィルム、或いは、ＦＴＯ／ＩＴＯ／ｇ
ｌａｓｓ等の層構成を備えた透明導電性薄膜等を用いることができる。陰極１１や陽極１
２の形状や厚みについては特に限定されるものではなく、公知のものを用いることができ
る。
【００３０】
　電気化学素子２０においては、特に、固体電解質１０の層１（すなわち、酸性アミノ酸
を含む層）が陰極１１側に、層２（すなわち、塩基性アミノ酸を含む層）が陽極１２側に
設けられている場合に、電気化学素子２０の陰極－陽極間で整流作用を生じさせ、且つ、
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一方向にのみ大電流を流すことができる電気化学素子２０とすることができ、好ましい。
【００３１】
　本発明に係る電気化学素子２０は、生体親和性の高い材料からなり、整流作用を備えつ
つ一方向に大電流を流すことが可能な、固体電解質１０を備えている。当該電気化学素子
２０を、例えば、装置の整流回路において用いることで、適切に整流作用を供しつつ、生
体に対する安全性の高い装置を提供できるものと考えられる。
【実施例】
【００３２】
　以下、実施例に基づいて、本発明に係る固体電解質及び電気化学素子についてさらに詳
述する。
【００３３】
　（固体電解質及び電気化学素子の作製）
　本実施例において、固体電解質及び電気化学素子は次のようにして作製した。図３に作
製工程の流れを説明するための概略図を示す。
【００３４】
　工程Ｓ１：図３に示すように、蒸留水に所望のアミノ酸を溶解させ、ｐＨ調整した水溶
液１０ｍＬを容器５１に入れ、ここに固体粉末状のゲル５２を添加（蒸留水：アガロース
（寒天末）白色粉末の質量比が、１００：３となるように添加）した後、攪拌した。攪拌
後、水溶液を容器５３に移し、電子レンジにてマイクロ波を１５秒間照射し、ゲルを十分
に溶解させた。その後、水溶液を直ちに型５４へと流し込み、空冷してゲル化させた。つ
づいて、型からゲルを取り出し、所望の大きさに切り取って、試料用のゲル体５５を得た
。尚、ゲル体５５において、アミノ酸とゲル５２との質量比は、１：２０とした。
【００３５】
　工程Ｓ２：次に、試料用のゲル体５５を、透明の導電性薄膜（ＦＴＯ／ＩＴＯ／ｇｌａ
ｓｓ）からなる平板電極５６、５７により挟み込んだ。ゲル体５５は、１種類１枚の場合
と、２種類２枚の場合（ゲル体５５ａ、５５ｂ）とがあるが、いずれの場合も、接着剤等
は用いず、単に各層を重ね合わせるものとした。
【００３６】
　工程Ｓ３：最後に、試料ゲルを高分子フィルム（ポリプロピレン）からなる絶縁体の透
明テープ５８で固定し、１枚又は２枚のゲル体５５を電極５６、５７によって挟持されて
なる、評価用の電気化学素子６０を得た。電気化学素子６０において、透明導電性薄膜の
厚みは３ｍｍ、ゲル体５５の厚みは各２ｍｍとした。
【００３７】
　（評価方法）
　図４を参照しつつ、作製した電気化学素子６０の評価方法について説明する。作製した
電気化学素子６０を図４に示されるように回路に組み込み、直流安定化電源７０を約３．
７Ｖに設定し、電気化学素子６０を流れる電流と電圧の測定を行った。まず、可変抵抗７
１を変化させて、電圧計として機能させるテスター７２の電圧値を０Ｖから、およそ０．
５Ｖずつ上昇させた。各電圧値において電流系として機能させるテスター７３で、３０秒
間電流値を測定した。これを繰り返し、３．７Ｖまで測定した。得られた電圧と電流の時
間変化に係るデータについて、コンピュータ７４、７５にて記録した。以下、評価結果に
ついて説明する。
【００３８】
　（参考例１）
　ゲル体５５として、アミノ酸を加えない１種類のアガロースゲルを使用し、１層構成か
らなる固体電解質を電気化学素子６０に備えさせた場合について、評価結果を図５に示す
。図５（Ａ）は、電流値の時間変化を時間に対してプロットした結果であり、図５（Ｂ）
は電圧値の時間変化を時間に対してプロットした結果である。図５（Ａ）から明らかなよ
うに、参考例に係る電気化学素子においては、０～２Ｖ間のＰｈａｓｅＩ、２～３．５Ｖ
間のＰｈａｓｅＩＩ、３．５～３．７５Ｖ間のＰｈａｓｅＩＩＩの３段階で、電流電圧特
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性が変化している。ＰｈａｓｅＩでは電流が流れなかったが、ＰｈａｓｅＩＩではわずか
に電流が流れるようになり、ＰｈａｓｅＩＩＩでは急激に大電流が流れるようになってい
ることが分かる。また、図５（Ｂ）の領域Ｘ１から分かるように、約３．７Ｖで電圧印加
終了直後、電位が残存する現象が見られた。これはゲル体５５内のイオンの拡散過程で、
化学ポテンシャルが平衡に達しようとするために電界が生じ、その内部エネルギーが消失
するまでに、しばらく時間がかかったことによるものと考えられる。こうした電気的特性
は、固体電解質が１層構成であるため、電流の流れが順方向、逆方向ともに同様の特性で
あった。
【００３９】
　（参考例２）
　中性アミノ酸或いは酸性アミノ酸５種類のいずれかについて、個々１種類を添加した１
枚のゲル体５５を用い、１層構成からなる固体電解質を電気化学素子６０に備えさせた場
合について、評価結果を図６（Ａ）～（Ｅ）に示す。図６及び以下の実施例において、Ａ
ｓｐはアスパラギン酸、Ｇｌｕはグルタミン酸、Ｇｌｎはグルタミン、Ｇｌｙはグリシン
、Ｐｒｏはプロリンを示す。このうち、アスパラギン酸及びグルタミン酸は酸性アミノ酸
であり、グルタミン、グリシン及びプロリンは中性アミノ酸である。図６に示されるよう
に、ＰｈａｓｅＩＩＩおける電流値の変化を見ると、酸性アミノ酸を添加したゲル体を用
いた場合、電流値の減少が小さく、変化が小さかった。これに対して中性アミノ酸を添加
したゲル体を用いた場合、酸性アミノ酸を用いた場合に比べて、電流値の低下が大きかっ
た（図６中、領域Ｘ２、Ｙ２又はＺ２）。
【００４０】
　（参考例３）
　酸性アミノ酸のグルタミン酸（Ｇｌｕ）と、３種類の中性アミノ酸（Ｇｌｎ、Ｇｌｙ、
Ｐｒｏ）とによって、２層構成の固体電解質を作製し、当該固体電解質を陰極－陽極間に
配置して電気化学素子を構成した場合の電気的特性について、評価結果を図７（Ａ）～（
Ｆ）に示す。尚、図７及び以下に示す実施例において、「－（物質名Ａ）－（物質名Ｂ）
＋」は、物質名Ａを含むゲル体５５が陰極側に、物質名Ｂを含むゲル体５５が陽極側に備
えられていることを意味する。図７から明らかなように、いずれの場合も、アガロースゲ
ル１枚のみを用いた場合（参考例１）と同様の電気的特性を示しており、ＰｈａｓｅＩＩ
Ｉにて大電流が流れるようになった。また、電流方向につき、順方向、逆方向とで大きな
差異は認められなかった。図７では、同じゲル体で４回評価試験を行った結果を示してい
るが、若干の電流値低下が認められるものの、特性に大きな減衰は確認されなかった。Ｐ
ｈａｓｅＩＩＩにおける電流値の変化をよく見てみると、中性アミノ酸を陰極側に配置し
た場合は、中性アミノ酸を陽極側に配置した場合と比べて電流値低下が大きい。例えば、
－Ｇｌｕ－Ｇｌｙ＋よりも、－Ｇｌｙ－Ｇｌｕ＋のほうが大きく低下し、－Ｇｌｕ－Ｇｌ
ｎ＋よりも、－Ｇｌｎ－Ｇｌｕ＋のほうが大きく低下し、－Ｇｌｕ－Ｐｒｏ＋よりも、－
Ｐｒｏ－Ｇｌｕ＋のほうが大きく低下していることが分かる（図７中、領域Ｘ３、Ｙ３又
はＺ３）。
【００４１】
　（参考例４）
　酸性アミノ酸のアスパラギン酸（Ａｓｐ）と、３種類の中性アミノ酸（Ｇｌｎ、Ｇｌｙ
、Ｐｒｏ）とによって、２層構成の固体電解質を作製し、当該固体電解質を陰極－陽極間
に配置して電気化学素子を構成した場合の電気的特性について、評価結果を図８（Ａ）～
（Ｆ）に示す。いずれの場合においても、アガロースゲル１枚の場合（参考例１）と同様
の電気的特性を示しており、ＰｈａｓｅＩＩＩにて大電流が流れるようになった。また、
電流方向につき、順方向、逆方向とで大きな差異は認められなかった。図８では、同じゲ
ル体で４回評価試験を行った結果を示しているが、ＰｈａｓｅＩＩＩにて、上述したグル
タミン酸を用いた場合（参考例３）と比較して大きな電流値低下が確認された（図８中、
領域Ｘ４、Ｙ４又はＺ４）。
【００４２】
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　（参考例５）
　酸性アミノ酸のアスパラギン酸（Ａｓｐ）と、中性アミノ酸のグルタミン（Ｇｌｎ）と
によって、２層構成の固体電解質を作製し、当該固体電解質を陰極－陽極間に配置して電
気化学素子を構成した場合の電気的特性について、評価結果を図９（Ａ）、（Ｂ）に示す
。図９は、ゲル体５５を作製してからの経過時間と電気的特性の関係を示している。図９
から分かるように、陰極、陽極の選択的差異はとくに認められなかった。また、Ｐｈａｓ
ｅＩＩＩにおける電流値で比較すると、いずれの場合も、長時間経過によって、電流値が
ある一定の減少幅で収束することが分かった。
【００４３】
　（実施例１）
　酸性アミノ酸のアスパラギン酸（Ａｓｐ）と、塩基性アミノ酸のアルギニン（Ａｒｇ）
とによって、２層構成の固体電解質を作製し、当該固体電解質を陰極－陽極間に配置して
電気化学素子を構成した場合の電気的特性について、評価結果を図１０に示す。図１０か
ら明らかなように、－Ａｒｇ－Ａｓｐ＋については、印加電圧３．７Ｖで５０００μＡの
電流が流れた。この値は、上述した中性アミノ酸と酸性アミノ酸の組み合わせの電流値（
約２０００μＡ）に比して約２．５倍高い値であった。一方、－Ａｓｐ－Ａｒｇ＋では、
さらに４倍高い、２００００μＡもの大電流が流れた。その差異はＰｈａｓｅＩＩ（２～
３．５Ｖ）において始まっていて、ダイオード特性と同様の整流作用であった。特に２～
３Ｖの範囲では、良好な整流特性が得られることがわかった。
【００４４】
　（実施例２）
　上記のような整流作用は酸性アミノ酸のアスパラギン酸（Ａｓｐ）と塩基性アミノ酸の
アルギニン（Ａｒｇ）の組み合わせだけに限定されるわけではない。酸性アミノ酸にはグ
ルタミン酸（Ｇｌｕ）も存在し、塩基性アミノ酸にはリジン（Ｌｙｓ）も存在する。これ
らを用いた場合の２層構成の固体電解質を作製し、当該固体電解質を陰極－陽極間に配置
して電気化学素子を構成した場合の電気的特性について、評価結果を図１１～１３に示す
。図１１は、ＡｓｐとＬｙｓ、図１２は、ＧｌｕとＡｒｇ、図１３は、ＧｌｕとＬｙｓの
組み合わせによる結果である。図１１～１３から明らかなように、いずれも整流作用が確
認された。ただし、それぞれの場合に流れる電流値は、ＡｓｐとＡｒｇの場合に比して小
さいことがわかる。その大小は、ＡｓｐとＡｒｇの場合が最大で、次にＡｓｐとＬｙｓ、
第３番に、ＧｌｕとＡｒｇ及びＧｌｕとＬｙｓとなる。ただしＧｌｕとＬｙｓを用いた場
合は、２．５～３．０Ｖの電圧印加の範囲では、若干ＧｌｕとＡｒｇよりも整流作用は大
きい性質を示した。これらの比較データは、とくに大きな電流値を示したＡｓｐとＡｒｇ
の場合よりもアミノ酸の濃度を高くしたにも関わらず、このように有意な差を生じる結果
となった。よって、ＡｓｐとＡｒｇは最も適している組み合わせであるが、酸性アミノ酸
にグルタミン酸（Ｇｌｕ）、塩基性アミノ酸にリジン（Ｌｙｓ）を使用する場合も、得ら
れる電流値は低いとしても、整流作用を得ることができると結論づけることができる。
【００４５】
　以上、現時点において、最も実践的であり、且つ、好ましいと思われる実施形態に関連
して本発明を説明したが、本発明は、本願明細書中に開示された実施形態に限定されるも
のではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨あるいは思想に反しな
い範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う固体電解質或いは電気化学素子もま
た本発明の技術範囲に包含されるものとして理解されなければならない。
【００４６】
　例えば、上記説明においては、固体電解質１０において、アミノ酸の他、糖やセルロー
ス等が含まれるものとして説明したが本発明はこの形態に限定されるものではない。例え
ば、固体電解質１０の性質を損なわない範囲で、他の成分が含まれていてもよいし、上記
糖やセルロース等が含まれない形態であってもよい。ただし、生体親和性により優れ、良
好な整流特性を得ることができる観点から、固体電解質１０は、アミノ酸の他、糖やセル
ロース等の生体材料によって構成されていることが好ましい。
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　また、上記説明においては、固体電解質１０が、ゲルを構成するための固体粉末を、ア
ミノ酸が溶解された溶液に添加・溶解させる工程を経て、ゲル化させることによって作製
されるものとして説明したが、本発明はこの形態に限定されるものではない。例えば、ア
ミノ酸を溶解させた溶液中に、高分子或いはモノマーを添加し重合・架橋させて各層１、
２を作製し、固体電解質１０としてもよい。或いは、粉末状の高分子等とアミノ酸とを混
合したものを層状（２層）に設け、ここに別途ゲル化前の溶液を添加して層１、２とし、
固体電解質１０を構成してもよい。ただし、より容易且つ確実に固体電解質１０を作製す
る観点からは、溶媒にアガロース等の固体粉末を加熱溶解させた後、溶液を冷却してゲル
状とする等、粉末を溶媒に溶解させる工程を経て固体電解質１０を作製することが好まし
い。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明によれば、生体系に観られるアミノ酸等の素材を用いることによって、生体親和
性の高い材料からなり、整流作用を備えつつ一方向に大電流を流すことが可能な、固体電
解質を提供することができる。当該固体電解質は、種々の電気化学素子に適用することが
できる。例えば、ダイオード、有機物トランジスタ、一次電池、二次電池、湿式太陽電池
、キャパシタ、エレクトロクロミック素子等の化学発光表示装置、液晶表示装置等に用い
られる電気化学素子の他、医療現場にて用いられる生体電極用のパッド材料としても用い
ることができる。例えば、除細動器などに使用される電極パッドの材料として、心臓ペー
スメーカーの電極材料として、或いは、低周波治療器用のゲルパッド材料や、美容用皮膚
電極材料等として用いることもできる。本発明に係る固体電解質を用いてゲルパッドを構
成した場合、含有アミノ酸による高い解毒作用や皮下組織の新陳代謝の効果が期待できる
。また、医療従事者が現場で、患者の症状に応じてゲルパットをデザインすることができ
、電流を容易にパターニングすることができる。例えば、本発明に係る固体電解質の向き
を適宜変更することにより、一部には大電流が流れ、一部には電流が流れないようなゲル
パッドとすることが可能である。図１４に低周波治療器用のゲルパッド材料として使用す
る場合の実施例を模式的に表す。腰や背中など患者が希望する部位１０１に低周波治療器
１０２から出ている導線で電極（ゲルパット側電極１０３、対極１０４）を取り付ける。
ここで、例えば、アスパラギン酸とアルギニンという２種のアミノ酸を含有する２層構成
のゲル組成固体電解質をゲルパッドとして使用する。この際、皮膚を通して２種のアミノ
酸は体内に吸収されるが、ゲルパッドに添加しているアスパラギン酸は尿の合成を促進す
る効果があるため、体内に残ると毒性を発揮するアンモニアを体外に排出して中枢神経を
守るので、末梢神経の諸症状改善に有効に働く。一方アルギニンに関しては、免疫反応の
活性化、細胞増殖促進し、コラーゲン生成促進などが可能である。また、創傷や褥瘡の治
癒を促す効果をもつアミノ酸が、ゲルパッドに添加されているため、外傷治癒に極めて有
効であり、傷あとを残りにくくする絆創膏としての機能も期待できる。また、塩基性アミ
ノ酸のアルギニンをリジンに置換した場合、リジンに体組織の回復・成長、代謝促進とい
った作用があるため、皮下組織の疲労回復に役立つものと期待できる。酸性アミノ酸のア
スパラギン酸をグルタミン酸に置換した場合、体内に入るとアンモニアをグルタミンに変
える無毒化作用、尿の排泄を促進する作用や、疲労の改善や、潰瘍の治癒を促進するなど
の効果があるため、皮下組織の疲労回復に役立つものと期待できる。このように、これら
の酸性アミノ酸、塩基性アミノ酸は体内に入ると良い効果が期待できる。また、本発明に
係る固体電解質は、整流作用を備えているので、種々の装置における整流回路において用
いることもできる。
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